
様式２（個表）

事業区分

施設の種別

１．整備事業計画等の概要

着工 　　年　月　日  ～ 竣工 　　年　月　日 着工 　　年　月　日  ～ 竣工 　　年　月　日

許可病床数 床 構造の種類
（主たる構造）

２．整備事業の概要

＜スプリンクラー設備等※1＞　※複数の棟の申請を行う場合には、棟ごとに記載（適宜行を追加すること）

スプリンクラー
設備等を設置
する居室等の
面積

補助散水栓
等（※3）の散
水範囲

0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡

0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡

0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡

用途区分

 

 

 

＜自動火災報知設備＞

３．補助申請額

＜スプリンクラー設備等＞

対象経費の
支出予定額 （円)
（Ａ）

対象面積 （㎡)
（Ｂ）

基準単価
（C)

加算額
（C)'

補助率

0.0㎡ FALSE 円 1/2

0.0㎡ FALSE 円 1/2

0.0㎡ FALSE 円 1/2

＜自動火災報知設備＞

施設整備事業計画書

施設名（棟名） 開設許可日（開設日）

施設名（棟名）

スプリンクラー等を設置する建物の抵当権（根抵当権を含む）設定の有無

消防法施行令の一部を改正する政令（平成２６年政令第３３３号）により新たに設置義務が生じたか

※2　対象面積とは、スプリンクラー設備等を設置する居室等の面積（スプリンクラー設備等の一部として設ける補助散水栓等の散水範囲を含む）とする。
ただし、住宅、介護保険施設等の医療施設以外の部分は除く。なお、「スプリンクラー設備等を設置する居室等」とは、スプリンクラーヘッドが設けられている居室等を指し、ス
プリンクラーヘッドがない、又は配管のみを設ける廊下等は、上記補助散水栓等の散水範囲に含まれない場合は該当しない。

延べ床面積
（㎡）対象面積

（㎡）(※2）

政令（※4）改正前のスプリンク
ラー設備等設置義務の有無

整備するスプリンクラー設備等

整備内容（種別）
消火ポンプ

ユニット

無

※1　「スプリンクラー設備等」は、「通常型スプリンクラー、水道連結型スプリンクラー、圧力水槽方式スプリンクラー、パッケージ型自動消火設備」を指し、「スプリンクラー等」
は、スプリンクラー設備等に「自動火災報知設備」を加えたものを指す。

病床数
（床）

主な診療科

0

0

0

対象経費の
支出予定額

（円）

対象経費の
支出予定額

（円）

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用につ
いて（通知）（平成26年3月28日消防予第118号）４
（２）に該当している施設か

円

補助申請額 （円）※6
（Ａ）・（Ｂ）の少ない方の
額（千円未満切り捨て）

円 円

円

補助基準額 （円)
（Ｄ）=（Ｂ）×（Ｃ）＋（C）'

円円

無

補助申請額 （円）※6
（Ａ）・（Ｄ）の少ない方の

額×補助率（千円未満切
り捨て）

自動火災報知設備

施設名（棟名）

整備事業期間

整備区分

対象外面積
（㎡）

※5　対象面積及び対象外面積が分かる図面を添付すること（Ａ３又はＡ４で作成すること。また、各室の用途を記入し、スプリンクラー設備等を設置する居室等の面積と補助
散水栓等の散水範囲を色分けすること。）。

※3　補助散水栓等には、パッケージ型自動消火設備の一部として設けるパッケージ型消火設備を含む。

※4　平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令（平成26年政令第333号）

政令改正後のスプリンクラー設
備等の設置義務の有無

無

対象経費の
支出予定額 （円)

（Ａ）

補助基準額 （円）
（Ｂ）

　　　「２．整備事業の概要」
　　　から自動計算

自動火災報知設備

整備区分

1,279,000円

※6　総括表における「差引事業費」又は「都道府県補助額」が最も少ない金額である場合は、当該金額（千円未満切り捨て）とする。　

（１２）有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業

団体名（開設者） 施設名 所在地

補助対象部門に係る当該年度予定事業

消防機関による承認を得た（消防法令の設備基準に沿った）整備計画となっているか

全体事業

該当する施設種別を選択すること

該当するものを選択すること

助産所にあっては、
入所施設のベッド数

実際の着工時期については、国又は都道府
県の通知（内示）後とすること。
通知（内示）前に着工した場合、原則、交付の
対象とならないので留意すること。
※前年度において国庫補助金を受け、当該
年度においても継続整備する事業は除く。

（B）の小数点以下第一
位を四捨五入した対象
面積×基準単価＝（D）

「×」とする場合は、その理由
を欄外に記入すること

本事業計画書提出時点において、開設許可を受けていない（又
は開設届出等が受理されていない）場合は、所轄保健所に事前
相談の上、予定日を記載すること

欄外に記載の「消防法施行令別表
第１（６）項イ（１）～（４）」
のいずれに該当する医療施設かを
選択すること

建物とスプリンクラー等の抵
当権の設定が別の場合は、欄
外に記入すること


